
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）
に関する想定事務フロー

【第１版】

令和７年11月21日
こども家庭庁成育局保育政策課

※ この資料において、市町村には特別区を含む。



認可及び確認に関する想定事務フロー
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認可及び確認に関する手続き一覧

区分 参照条文 手続き 様式 添付書類 提出時期

認可 • 児福法第34条の15
• 児福則第36条の36第１項及

び第２項

認可の申請 • 参考様式① • 参考資料①

• 児福則第36条の36第３項及
び第４項

変更の届出 • 参考様式④-1 • 参考資料② 変更のあった日から起算して１か月以内
• 施設の名称、種類、位置
• （法人又は団体の場合）定款、寄附行為その他の規約

• 参考様式④-2 • 参考資料② あらかじめ
• 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
• 事業の運営についての重要事項に関する規程
• 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員

• 児福法第34条の15第７項
• 児福則第36条の37

廃止又は休止の承認の申請 • 参考様式⑤

確認 • 子子法第54条の２第２項 確認の申請 • 参考様式① • 参考資料①

• 子子法第54条の３において
準用する子子法第44条

• 子子則第44条の２において
準用する子子則第40条

変更の申請
（利用定員の増加）

• 参考様式④-3 • 参考資料② あらかじめ

• 子子法第54条の３において
準用する子子法第47条

• 子子則第44条の２において
準用する子子則第41条

変更の届出
（利用定員の減少）

• 参考様式④-4 • 参考資料② 減少の日の３か月前

変更の届出
（利用定員の変更以外）

• 参考様式④-5 • 参考資料② 10日以内

• 子子法第54条の３において
準用する子子法第48条

辞退の届出 • 参考様式⑤ ３月以上の予告期間を設けて

（児福法：児童福祉法、児福則：児童福祉法施行規則、子子法：子ども・子育て支援法、子子則：子ども・子育て支援法施行規則、運営基準：特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準。次ページ以降同じ）

※事務フロー省略

※事務フロー省略
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認可及び確認の事務において想定される事務フロー

事
業
者

市
町
村

認
可

確
認

事前
協議

事前協議
の申込み

認可申請

事前協議
の終了

審査 認可

認可通知
の受領

審査 意見
聴取

確認 公示

認可の申請（児福法第34条の15、
児福則第36条の36第１項及び第２項）
※確認の申請書類もあわせて提出する。

児童福祉審議会等の意見聴取
（児福法第34条の15第４項）

地方版子ども・子育て会議等の意見聴取
（子子法第54条の２第３項）

特定乳児等通園支援事業者の公示
（子子法第54条の３において準用
する子子法第53条）
※ 辞退、取消し、全部又は一部の効力

停止の場合も公示が必要
※ 都道府県知事への届出が必要

意見
聴取

認可申請
受付

• 乳児等通園支援事業認可申請書（兼）特定乳児
等通園支援事業者確認申請書：参考様式①

• 添付書類：参考資料①
• 乳児等通園支援事業実施計画書：参考様式②-1

又は参考様式②-2
• 誓約書（兼役員等名簿）：参考様式③

◀ 認可の指針については、以下を参照
「乳児等通園支援事業の認可等につい
て」（令和７年２月26日付けこども家
庭庁成育局長通知）

※ 認可しない場合は、速やかにその旨及び
理由を通知（児福法第34条の15第６項）

確認申請
受付※ 確認の申請は、認可の後

に行うものであるが、準
備行為として認可の申請
と同時に確認の申請書類
を受け付けることにより、
事務の簡略化を行うこと
を想定している。

確認の申請
（子子法第54条の２第２項）
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確認申請

特定乳児等通園支援事業者の確認
（子子法54条の２第１項）

内容により
再協議



認可の変更の事務において想定される事務フロー

事
業
者

市
町
村

認
可

確
認

変更届
受付

• 乳児等通園支援事業者認可変更届：
参考様式④-１又は参考資料④-２

• 添付書類：参考資料②

変更
の届出

乳児等通園支援事業の認可の変更届
（児福則第36条の36第３項及び第４項）

変更内容 提出時期

• 施設の名称、種類、位置の変更
• （法人又は団体の場合）定款、

寄附行為その他の規約

変更のあった日から
起算して１か月以内

• 建物その他設備の規模及び構造
並びにその図面

• 事業の運営についての重要事項に
関する規程

• 経営の責任者及び福祉の実務に
当たる幹部職員

あらかじめ
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確認の変更の事務において想定される事務フロー

事
業
者

市
町
村

認
可

確
認

・確認の変更に関する手続き（利用定員の増加又は減少）

変更内容 提出時期

利用定員の
増加

あらかじめ

利用定員の
減少

減少の日の
３か月前

変更申請
受付

• 特定乳児等通園支援事業者確認変
更申請書（利用定員の増加）：
参考様式④-３

• 添付書類：参考資料②

変更の
申請

変更届
受付

• 特定乳児等通園支援事業者確認
変更届（利用定員の減少）：
参考様式④-４

• 添付書類：参考資料②

変更の
届出
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 利用定員の増加
特定乳児等通園支援事
業者の確認の変更申請
（子子法第54条の３に
おいて準用する子子法
第44条、子子則第44条
の２において準用する
子子則第40条）

 利用定員の減少
特定乳児等通園支援事
業者の確認の変更届
（子子法第54条の３に
おいて準用する子子法
第47条、子子則第44条
の２において準用する
子子則第41条第３項）



確認の変更の事務において想定される事務フロー

事
業
者

市
町
村

認
可

確
認

・確認の変更に関する手続き（利用定員の変更以外）

変更内容 提出時期

• 事業所の名称及び所在地
• 事業者の名称及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名、生年月日、住所
及び職名

• 定款、寄附行為等及びその登記事項
証明書等

• 事業所の平面図及び設備の概要
• 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所
• 運営規程
• 事業に係る乳児等支援給付費及び特例

乳児等支援給付費の請求に関する事項
• 役員の氏名、生年月日及び住所

10日以内

特定乳児等通園支援事業者の確認の変更届
（子子法第54条の３において準用する子子法
第47条第１項、子子則第44条の２において準
用する子子則第41条第１項及び第２項）

変更届
受付

• 特定乳児等通園支援事業者確認
変更届：参考様式④-5

• 添付書類：参考資料②

変更の
届出
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乳児等支援給付認定及び乳児等支援給付費
の支給事務に関する想定事務フロー
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乳児等支援給付認定の事務において想定される事務フロー

利
用
者
（
保
護
者
）

市
町
村

・乳児等支援給付認定に関する手続き

審査

申請

申請
受付

• 乳児等支援給付（こども誰で
も通園制度）認定申請書：
参考様式⑥

乳児等支援支給認定証
の交付

• 乳児等支援支給認定証
（こども誰でも通園制
度認定証）：参考様式⑨

乳児等支援支給認定証
の受領

認定

 総合支援システムを利用する場合

乳児等支援給付認定の申請
（子子法第30条の15第１項）

◀ 総合支援システムの入力フォームから申請

同時に利用者情報を
総合支援システムに登録

要件を
満たすか審査
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※ スマートフォン等で
確認可能

オンラインで交付（同時に総合
支援システムのアカウントを発行）

乳児等支援給付認定
（子子法第30条の15第１項及び第２項）

乳児等支援支給認定証の交付
（子子法第30条の15第３項）



利
用
者
（
保
護
者
）

市
町
村

乳児等支援給付認定の事務において想定される事務フロー
・乳児等支援給付認定の消滅、変更に関する手続き

変更
の届出

変更届
受付

• 乳児等支援給付（こども誰でも通
園制度）認定変更届：

参考様式⑧
• 添付書類：乳児等支援支給認定証

■ 変更があった場合

消滅届
受付

• 乳児等支援給付（こども誰でも通
園制度）認定消滅届：

参考様式⑦

消滅の
届出

■ 転出等で資格が消滅する場合

 総合支援システムを利用する場合

乳児等支援給付認定
（子子法第30条の15第１項）

※ 総合支援システムを利用する
場合に必要な手続き

必要に応じて、
乳児等支援支給認定証を交付
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乳児等支援給付認定の事務において想定される事務フロー

利
用
者
（
保
護
者
）

市
町
村

・乳児等支援給付認定の取消しに関する手続き

乳児等支援給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合に、当該乳児等支援給付認定の取消しを行うことができる。
（子子法第30条の18第１項、子子令第15条の８）

• 乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
• 乳児等支援給付認定保護者が当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
• 乳児等支援給付認定保護者が子子法第30条の17第１項の規定に違反したとき。
• 乳児等支援給付認定保護者が、正当な理由なしに子子法第30条の13において準用する子子法第13条の規定による報告若しくは

物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による職
員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

• 乳児等支援給付認定保護者が子子法第30条の15第１項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。若しくは虚偽の答弁を
したとき。
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乳児等支援給付認定の
取消し

乳児等支援給付認定の取消し
（子子法第30条の18第１項）

乳児等支援給付認定の取消し
（子子法第30条の18第２項）

乳児等支援支給認定証
の返還請求



乳児等支援給付費の支給事務において想定される事務フロー

利
用
者
（
保
護
者
）

事
業
者

市
町
村

請求書
の発行

利用実績
の集計

請求書
の受領

審査
給付費
の支払

法定代理
受領

受領の額
の通知

受領の額
の確認

請求書：
参考資料③

領収証
の発行

領収証
の受領

※法定代理受領以外

法定代理受領以外に受領した
費用については、領収証を発行
（運営基準第12条第４項）

法定代理受領の額の通知
（運営基準第12条第１項）

◀ 給付費は月ごとに
算定・請求

請求内容に不
備があった場
合は、差戻し
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乳児等支援給付費の法定代理受領
（子子法第30条の20第５項）

 乳児等支援給付費の請求から支払までの
想定スケジュール
• 事業所の請求書発行：毎月５日まで
• 市町村での審査：毎月６日から15日まで
• 市町村から事業所への支払い：月末まで

利用時間
を登録



利用者
（保護者）

事業者

市町村

【参考】総合支援システムを導入している場合（乳児等支援給付認定～給付費支払い）
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・住民票を置く市町村内の事業所を利用する場合

認定証
の提示

認定証
の確認

認定証
の受領

認定証
の発行

請求書
の発行

請求書
の受領

領収書
の発行

領収書
の受領

面談の
実施

利用時間
を登録

利用実績
の集計

利用の
予約

予約
受付

面談の
予約

予約
受付

事業の
利用

認定情報
等の確認

認定情報、残り利用時間、児童情報等
についてオンラインで確認可能

スマホ等から
事業所検索、
予約が可能

スマホ等から
予約が可能

スマホ等で
残り利用時間を

確認可能

利用実績集計～請求書発行まで
一括して実行可能

利用実績について、
オンラインで確認可能

予約情報、認定情報、残り利用時間、利用実績など、利用者及び事業者に必要な情報がオンラインで共有



総合支援システムを市町村（住民票を置く）及び市町村（事業所所在地）の双方が導入している場合

市町村
（住民票を置く）

利用者
（保護者）

事業者

市町村
（事業所所在地）
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・広域利用の場合

事業の
利用

認定証
の確認

認定証
の発行

認定証
の受領

利用時間
を登録

利用実績
の集計

利用の
予約

予約
受付

面談の
予約

予約
受付

認定情報
等の確認

請求書
の発行

請求書
の受領

領収書
の発行

領収書
の受領

面談の
実施

認定情報、残り利用時間、児童情報等
についてオンラインで確認可能

児童情報
の登録

スマホ等から
予約が可能

スマホ等で
残り利用時間を

確認可能

利用実績集計～請求書発行まで
一括して実行可能

利用実績について、
オンラインで確認可能

認定証
の提示

広域利用の場合も、
予約情報、認定情報、残り利用時間、利用実績など、利用者及び事業者に必要な情報がオンラインで共有

スマホ等から
事業所検索、
予約が可能

【参考】総合支援システムを導入している場合（乳児等支援給付認定～給付費支払い）
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